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八鹿財産区 山見の会 
「八鹿財産区の名義の山や宅地はどこにあるの？」 

毎年区長さんはこの疑問を解消するために、山見の会と銘打って、各地に

点在している八鹿財産区の土地などを見回っています。 

 今は、財産的に価値のない土地、道路用地になってしまっている土地、

公会堂や区の所有物になっている土地など「元八鹿村」の名前だった時

の財産が中心です。 

 ふれあい倶楽部（旧八鹿郵便局）の土地は八鹿財産区の土地でした。旧

八鹿郵便局の時は借地料が、八鹿町に売却した時は土地の売却代金が

入ったのはこのためです。 

  

 

区長の交代もあるめ毎年財産を自分の目で確かめる会を催していま

す。 

 他の区も財産が有れば形や名前は違っても何らかの点検が行われて

います。 

 

 

11 月 25 日（土）八鹿公民館で八鹿地区の」人権学習会が

ありました。 

 会員や支部役員 26名が参加しました。 

 最初にビデオ「風の匂い」を鑑賞しました。知的障害を持

つ主人公が子どもの頃と大人になってからの壁を描く作品

です。その後 NPOプロジェクト Plus代表理事の衣川さんか

ら「誰もが住みよい地域づくり」～障碍者の就労支援の立場

から～のお話を聞きました。 

 とても分かりやすく具体的なお話をお聞きすることができま

した。 

 

養父市人権協議会八鹿支部長のあいさつ 

公会堂や山にも財産区の名前が 

八鹿手づくりひな祭り 
３月 15日(木)～19日(月)に 

 

第１回目の実行委員会を１２月４日(月)に八鹿ふれあい倶楽部で行いまし

た。今までのような催しの仕方は今年度のみになりました。来年以降はど

のような形にするのか、さらに協議を重ねて決めたいと思います。 

手づくりのおひな様やタペストリーの作品を出展してみませんか 

 
開催日時 平成 30年 3月 15日(木)から 19日(月) 

 

場  所 八鹿ふれあい倶楽部 

 

 

午前 9時 00分から 17時 00まで（最終日は 16時） 

3月 1７日(土)・1８日(日)には甘酒のサービス

と隣の八柱神社境内で露店販売を開設する

予定です。 

詳しくは次号ではお知らせします 

mailto:yoka-jichi@yoka-jichi.com
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土曜ふれあい喫茶

ふ れ あ い 手 芸

手 芸      

 

1月は 15日(月)です 

午前 9時から始まりますが、都合の良い時間に参加してく

ださい。退出もご自由です。自分の都合の良い時間にご参

加ください。 

  

 

12月 16日(土)は 12時にスタートします。参加費は１００

円です。お気軽にご参加ください。ふれあい号の車は次の

ところを通ります。電話予約も OKです。ご利用ください❕  

下記の時間表は 12月 16日用です。 

１３時に始まる場合は１時間遅らせてください。 

 

ふ れ あ い 手 芸

手 芸      

 

12月は 16日(土)です 
1月は 20日(土)です 

今冬もイルミネーションが輝いています 

今年も歳末を迎えようとしています。 

町のあちらこちらでイルミネーションが輝いています。 

自治協議会の事務所にもイルミネーションを飾りました。 

キラキラととってもきれいですよ。 

夕方 5時から１０時まで点灯しています。通ったときは見てくださいね。 

「スナックの入り口みたいやなあ」っていう人もいますけどね。 

 市役所の前の歩道にも養父市商工会女性部八鹿支部が作ったイルミネ

ーションが輝いています。 

 歩道だけでなくて内側から見るともっと良いですよ。 

 

 

 

ふれあい倶楽部(11：40)→九鹿消防車庫前(11：43)→小山太田

垣板金前（11：48）→栄町四季前（11：50）→天子ローソン前(11：

52)→諏訪橋バス停前（11：58）→大森公会堂前(11：58)→諏訪町

ナカムラ前（11：59）→ふれあい倶楽部（12:00）→上網場元八鹿タ

イヤ（12：05） 

 

 

 

 

 

 

養父防犯協会に自治協議会も参加へ 

 

 

 

現在養父防犯協会は、市：長を会長に、市議会議長、各支部長や副支部長、

専門班、防犯連絡所などで組織されています。 

 悩みは、建前は良いのですが実働が伴わず、年に１度の総会においてもた

びたびこの問題が議論されてきたようです。 

 そのため市内にある１８地区の自治協議会もここに参加し、防犯協会の活性

化を図りたいと申し出でがありました。 

 １２月６日に開催した八鹿地区自治協議会の三役会において、議論をした結

果「参加をする」ことに決定をしました。 

 具体的には防犯協会の総会でおいて決まりますが、八鹿自治協議会の基本

的考えを定めました。 

 

 

1月 3日 五社めぐり走ろう会 

 
1月 21日 五社めぐり歩こう会 

 
いずれも賞や甘酒などのサービスがありま

す。八鹿内の五社ををめぐります。 

栄町三柱神社、元町三柱神社、諏訪町諏訪

神社 神社、宮町八柱神社、天子屋岡神社です。

「集合は走ろう会は 

   9:30 受付開始 市役所前 

   10:30 スタート 
「歩こう会」は 

 受付開始 9：30 八鹿ふれあい倶楽部 

 スタート  10:00    

  会員以外の方もぜひご参加ください。 

視察研修旅行の写真 
受け取っておられますか？ 

11月 12日に行った視

察研修旅行において、

彦根城で写した記念写

真を購入ご希望の方で

まだの方は自治協事務

所 

 

所においでください。 

強制ではありませんので写真が気に入れば  

 1枚 100円です 


